
地区の説明書 

兵庫県美方郡新温泉町 

地区名：清富 
 

この地区で暮らす上での決まり事やイベントなどを説明書にまとめています。 

また、その他の情報も掲載していますので、ご参考ください。 
 

 

《地区の基本データ（2026年3月現在）》 

 

区長からひとこと 
 

  運動会などの地区行事も多く、獣害柵の設置などにおいても皆さんが気持ちよく動き、 

住民が一致団結して取り組んでいる地区です。 

世帯数・人口※ 

37世帯  9３人 

中学生以下の子ども（乳・幼児,児童,生徒） 

10人 

2000年以降のUIターン数 

5世帯 

子どもが遊べる広場の数  

          1つ 

地区で多い苗字 

 楠田、田中、池田、仲山 

最寄りの学校までの所要時間（車） 

（小）     4分 

（中）    6分 

（高）    ４分 

 

最寄りのスーパーまでの所要時間（車） 

４分 

最寄りのコンビニまでの所要時間（車） 

５分 

最寄りの公立病院までの所要時間（車） 

     3分 

 
 
 

 

※世帯数・人口は、2025年「新温泉町統計要覧」（2025年10月1日時点）の値です。 



 《地域活動と役割の決め方》 
 

 

区・町内会費やその他のお金 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

※神社費込み 

 

各種役員の任期と決め方 ※選出要件に居住年数はありません 

※その他役員は、副区長、会計、共催長、人権推進委員、森林組合長 

 

地域活動（年） 

※清掃活動と草刈りを同日に実施 

 

案内方法 

（3）日前に案内（区長放送）

年間合計金額 22,000円程度 

内訳   

区費              22,000円※ 

      神社費               円 

      その他（     ）         円 

集金頻度 区費 1回/年 

役職 任期 決め方 

区長  2年 選挙（再任は妨げないが最長6年） 

農会長  2年 立候補または選挙（再任は妨げない） 

その他役員  1年 選挙 

清掃活動 2回 

草刈り 2回 

お宮掃除  3回 

総会・会議 1回 

ゴミ当番 1回 

その他（懇親会等） 1回（新年会） 

 

参加できないときは？ 
 一部活動につき、負担金あり 

免除条件 80歳以上の高齢者 及び 

病気等の申し出に応じて 

入村料・加入金  永住の場合には50,000円 

 

※各町内会費や隣保費が別途発生することがあります 

 
※氏子になった場合、神社費を払う必要があります 

  区費に神社費は含まれております。 



《慣習と風習》 
 

《ライフライン》 

 

地区にはさまざまな慣習・風習があります。その全てが必ずしも守らなく 

てはいけない強いルールばかりではありませんが、地区の慣習・風習を 

ある程度受け入れて移住することで、地区の方々の暮らしが守られます。 

お祭り・イベント日程 

 

 

災害・除雪 

 

・除雪車の入らない日常歩行路  あり ・ なし 

・除雪の協力                  必要 ・ 不要 

 

地区の情報共有 

     
・回覧板  あり ・ なし 

・LINEグループ・メーリングリスト あり ・ なし 

・掲示板 あり ・ なし                   

 

ネット環境 

 

・光通信回線 （ 町内全域で利用可能 ） 

・LTE・4G・5G 

・どこでもよく入る 

・山際で入りづらい

 

発行 新温泉町 

※地区ルールの改善や見直しは、今も行われ続けています。 

ここに書かれたものが全てではありませんので、ご理解ください。 

春 

町全体のクリーン作戦 

4月 三柱神社神楽 

6月 清富区民運動会 

夏 
8月14日 初盆参り・盆踊り 

秋 
10月 防災訓練・人権学習会 

冬 
１月３日 お日待ち・新年会 

1月7日 とんど焼き 


